
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“坂井市社協は、あなたと一緒にあなたらしい幸せづくりを目指します。”  

坂井市社協事務局だより 
2016.1２（第 74 号） 

発行：坂井市社会福祉協議会 

社協のＨＯＴな情報をお届けします！ 
 

むーぶ   
生活支援員養成講座を開催しました 
（日常生活自立支援事業） 

11/16・30の 2日間にわたり、日常生活自立支援事業で利用者支援に関わる「生活支

援員」の養成講座を行いました。日常生活自立支援事業とは、高齢や障害により、預金の

出し入れや生活に必要な利用料などの支払い手続き等の日常生活で困っていることを社会

福祉協議会がお手伝いをするサービスです。 

日常生活自立支援事業の対象者 

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等で判

断能力は保たれているものの、日常的な金銭管理

に不安がある人（認知症高齢者・知的障害者・精

神障害者などで判断能力が充分でなく、契約内容

の理解ができない方は成年後見制度対象） 

日常生活自立支援事業で行っている内容 

 福祉サービスの利用料金の支払い代行 

 病院への医療費の支払いの手続き 

 年金や福祉手当の受領に必要な手続き 

 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公

共料金の支払いの手続き 

 日用品購入の代金支払いの手続き 

 預金の出し入れ、また預金の解約の手続き 

 住民票の届け出等に関する手続き 

 商品購入に関する簡易な苦情処理制度（クー

リング・オフ制度等）の 利用手続き 

 通帳やハンコ、証書などの書類の預かり 

日常生活自立支援事業を利用するための手順 

① 社会福祉協議会に連絡から始めます 

社会福祉協議会は全国すべての市町村に設置 

されていますので全国対応できます。 

↓ 

② 担当者が訪問します 

担当者が自宅や施設、病院などを訪問し、相談

にのります。 

↓ 

③ 契約書の作成 

困ったことをともに考え支援計画を立てます。 

↓ 

④ 契約の締結 

契約内容を確認し承諾したら契約を結びます。 

↓ 

⑤ サービス開始 

支援計画にそって生活支援員がサービスを提供

していきます。 

【生活支援員養成講座】 

 県社協職員や社会福祉士の岡﨑さんから、生活支

援員として活動する上で大切なことについて学びま

した。（対象者理解、基礎的な退陣援助技術、制度の

ことなど） 

今後も継続してフォローアップ研修等を行う予定

をしています。 

生活支援員とは・・・ 

契約締結後、生活支援計画にもとづき定期的

な支援を行うのが、生活支援員です。必要な福

祉サービスを利用するための情報を提供すると

ともに、本人が、その情報を理解・判断し、意

思に沿った決断をし、実際に利用できるように

お手伝いします。また、それに付随して日常的

な金銭管理のお手伝いをしながら見守っていき

ます。 

生活支援員に必要なこと 

①基本的な知識と経験を持っていること 

②生活を支援する業務に熱意を持っていること 

③利用者のニーズに応じた時間に活動が可能な

こと 



 

  

月 火 水 木 金 土 日 

12/26 27 28 29 30 31 1/1 
坂地）一人暮らし

高齢者訪問 

丸地）ご近助モデ

ル事業担当者会議 

春地）東部地区福

祉連絡会 

 法）仕事納め式 在）ヘルプ・デイ・

訪問入浴稼働 

在）ヘルプ・デイ・

訪問入浴稼働 

在）ヘルプ稼働 在）ヘルプ稼働 

2 3 4 5 6 7 8 
在）ヘルプ稼働 在）ヘルプ稼働 法）仕事始め式     

9 10 11 12 13 14 15 

 三地）ふくしのつ

どい 

春身）女性部新年

のつどい 

包）らく楽教室⑮    

16 17 18 19 20 21 22 
法）救急救命講座 法）救急救命講座

市心）理事会 

 包）らく楽教室⑯   市心）新成人あな

たを祝う会 

【 活動の報告 】 

【 社協の主な予定 】 

～活動Ｐｈｏｔｏ～ 

記事の横に  がついているものは、赤い羽根共同募金の助成金を活用しています。 

法）法人 地）地域福祉課 総）総務課 老）老人クラブ 身）障がい者福祉協会 心）心身障がい児（者）福祉協会   

在）在宅福祉課 希）三国希望園  包）坂井包括支援センター 三丸春坂）各支部 

市身障すこやか一泊研修を開催しました 

12月 11日～12日にかけて市身体障害者

福祉協会主催ですこやか一泊研修を開催しま

した。行政書士の青木氏の相続に関する講演

会や交流会などを行い、会員同士の交流を深

めました。 

施設ボランティア担当職員研修会を開催しました 

１１月２８日坂井圏域の社会福祉施設の職

員のみなさまを対象とした「ボランティア受

け入れ担当者研修会」を開催しました。 

福井県社協の職員の方から、ボランティア

の受け入れの際に必要な意識や段取り、心が

まえなどを学びました。 

県災害ボランティア研修会に参加しました 

１１月２6 日県災害ボランティア研修会（福

井・坂井・奥越ブロック）に市社協職員が参

加しました。熊本市派遣報告の後、避難所運

営ゲーム（ＨＵＧ）を行いました。 

災害はいつやってくるかわからないため、

常に備えておく重要性を改めて感じました。 


